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住まいの省エネ促進事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 住まいの省エネ促進事業費補助金（以下「省エネ補助金」という。）の交付について

は、石川県補助金交付規則（昭和３４年石川県規則第２９号）に定めるもののほか、この

要綱に定めるところによる。 

 

（交付の目的） 

第２条 県は、省エネ化につながる住宅の新築、購入（以下「新築等」という。）に要する経

費の一部について補助することにより、住宅からの温室効果ガス排出量の削減に寄与する

ことを目的とする。 

 

（定義） 

第３条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 (1) ＺＥＨ 断熱等性能等級５以上に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エ

ネルギー消費量から２０％以上の一次エネルギー消費量が削減され、再生可能エネ

ルギー等を加えて、１００％以上の一次エネルギー消費量が削減される住宅をい

う。 

 (2) Ｎearly ＺＥＨ 断熱等性能等級５以上に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基

準一次エネルギー消費量から２０％以上の一次エネルギー消費量が削減され、再生

可能エネルギー等を加えて、７５％以上１００％未満の範囲で一次エネルギー消費

量が削減される住宅をいう。 

 (3) ＺＥＨ Оriented 断熱等性能等級５以上に適合し、再生可能エネルギー等を除き、

基準一次エネルギー消費量から２０％以上の一次エネルギー消費量が削減される住

宅をいう。ただし、第１号及び前号に該当する住宅を除く。 

 (4) 長期優良住宅 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）

第１０条第二号イに掲げる住宅をいう。 

 (5) 国補助金 国土交通省、環境省及び経済産業省が実施する省エネ化につながる住宅の

新築等に要した経費の一部を補助する事業による補助金のうち、別に定める補助金

をいう。 

 (6) エコファミリー 継続的にエコ活動に取り組む「いしかわ家庭版環境ＩＳＯ」認定家

庭をいう。 

 

（補助事業） 

第４条 補助事業は、補助対象となる住宅の新築等を行う事業とする。 

 

（補助対象者） 

第５条 省エネ補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号の

いずれかに該当する者とする。 

 (1) 石川県内に自ら常時居住するための住宅を新築し若しくは新築建売住宅を購入した個

人であって、エコファミリーとして認定されている者（認定される見込みの者を含
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む。） 

 (2) 石川県内に個人が自ら常時居住するための住宅の新築を請け負った法人又は個人事業

主 

２ 前項に掲げる補助対象者は、別に定める要件を全て満たす者とする。 

 

（補助対象事業） 

第６条 省エネ補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものとす

る。ただし、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１

２年法律第５７号）第９条第１項の規定に基づく土砂災害特別警戒区域で行うものを除く。 

 (1) ＺＥＨ、Ｎearly ＺＥＨ又はＺＥＨ Оriented のうち、次の全てに適合するものの

新築等 

   ア 断熱等性能等級６以上であること 

   イ 再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から３５％以上の

一次エネルギー消費量が削減されていること 

   ウ Ｎearly ＺＥＨ又はＺＥＨ Оriented においては、電源の再生可能エネル

ギー割合が１００％である買電契約がなされていること 

 (2) 長期優良住宅の新築等 

 (3) ＺＥＨの新築等 

２ 前項に掲げる補助対象事業は、別に定める要件に全て適合するものとする。 

 

（補助金の額） 

第７条 省エネ補助金の額は、次の各号に定める額とする。 

 (1) 前条第１項第１号に掲げるもの ３０万円／戸 

 (2) 長期優良住宅 １０万円／戸（ＺＥＨである場合は、２０万円／戸） 

 (3) ＺＥＨ １０万円／戸 

 

（補助金の交付の申請等） 

第８条 補助対象者が省エネ補助金の交付を申請する場合は、別に定める期限までに省エネ

補助金交付申請（実績報告）書（様式第１号）（以下「交付申請書」という。）に、別に定

める必要書類を添えて知事に提出しなければならない。 

２ 交付申請書及び必要書類（以下「交付申請書等」という。）の提出は先着順に受け

付けるものとし、その内容に不備があるときは、当該不備にかかる補正が完了した時

点で提出がなされたものとする。 

３ 知事は、提出された交付申請書等に係る省エネ補助金の額の合計が予算の総額に

達したときは、第１項に定める期限にかかわらず、予算の総額を超えた日をもって受

付を中止することがある。 

 

（交付の決定及び額の確定） 

第９条 知事は、前条の交付申請書等の提出があった場合において、その内容を審査し、適

正と認めたときは、省エネ補助金交付決定及び額の確定通知書（様式第２号）で当該補助

対象者に通知するものとする。 

２ 知事は、省エネ補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額について、省
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エネ補助金の額の確定又は消費税及び地方消費税の申告後において精算減額又は変更を行

う場合があることを条件として交付の決定を行うものとする。 

 

（補助金の請求） 

第 10 条 前条の通知を受けた補助対象者が省エネ補助金の交付を受けようとするときは、省

エネ補助金請求書（様式第３号）を知事に提出しなければならない。 

 

（交付決定の取消） 

第 11 条 知事は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、省エネ補助金の交付

決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 (1) 虚偽申請等不正事由が発覚したとき 

 (2) 本事業に係る県の指示に従わなかったとき 

 (3) 交付決定をうけたもの（法人等にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員

若しくは構成員を含む。）が、暴力団員等に該当するに至ったとき 

 (4) その他この要綱の規定に違反したとき 

 

（補助金の返還等） 

第 12 条 補助対象者は、知事が前条の規定による取消をした場合において、知事の命令があ

ったときは、納付書に記載された期日までに、交付を受けた省エネ補助金の全部又は一部

を返還しなければならない。 

２ 補助対象者は、補助事業完了後に省エネ補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入

れ控除税額が確定した場合において、省エネ補助金額が過払いとなるときは速やかに消費

税仕入控除税額等報告書（様式第４号）により知事に報告するとともに、当該金額を返還

しなければならない。 

 

（調査及び指示） 

第 13 条 知事は、省エネ補助金の交付に関し、必要があると認めるときは、補助対象者に対

し、省エネ補助金の交付に係る通帳、書類その他必要な物件を調査し又は現地を調査し若

しくは他機関への確認その他の必要な事項を指示することができる。 

 

（報告） 

第 14 条 （削除） 

 

（財産の処分の制限） 

第 15 条 省エネ補助金の交付を受けた者は、別に定める期間（以下、「処分制限期間」とい

う）中において、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲り渡し、交換し、

貸し付け、廃棄し又は担保に供しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書（様

式第６号）を知事に提出し、知事の承認を受けなければならない。 

２ 知事は、前項の承認をしたときは、補助対象者あてに通知するものとし、当該処分によ

り収入があった場合等必要と認める場合には、期限を定めて補助金の全部又は一部に相当

する金額の納付を補助対象者に請求するものとする。 

３ 補助対象者は、前項の規定による知事の請求があったときは、知事が定める期日までに
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交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金額を納付しなければならない。 

 

（補助事業の経理等） 

第 16 条 補助対象者は、補助事業の経費について帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理

と明確に区分して経理し、常にその収支を明らかにしておくとともに、これらの帳簿及び

証拠書類を補助事業の完了（中止または廃止の承認を受けた場合を含む。）の日の属する

年度の終了後５年間、知事の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存してお

かなければならない。 

 

（個人情報保護） 

第 17 条 県及びその職員は、本事業を通じ補助対象者に関して得た情報は、石川県個人情報

保護条例（平成 15年石川県条例第２号）に従って取り扱うものとする。 

２ 県及びその職員は、本事業の実施にあたって、申請に関する一切の個人情報を、当該情

報の提供者から了承を得ることなく、第三者に漏洩し、又は第２条に規定する交付の目的

以外の目的に利用してはならない。 

 

（暴力団排除に関する誓約） 

第 18 条 補助対象者は、別表１に定める暴力団排除に関する誓約事項について省エネ補助

金の交付申請前に誓約しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに誓約したもの

とする。 

 

（雑則） 

第 19 条 この要綱に定めるもののほか、省エネ補助金に関して必要な事項は別に定める。 

 

   附 則 

この要綱は、令和４年１０月７日から施行する。 

 

   附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

この要綱は、令和７年７月１日から施行する。 

 

   附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表１（第18条関係） 暴力団排除に関する誓約 

 

暴力団排除に関する誓約事項 

補助対象者は、省エネ補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間

内及び完了後においては、次の各号のいずれにも該当しないことを誓約しなければならず、

また、この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、不利益を被ることとなっ

た場合においては、異議は一切申し立てないことを誓約しなければならない。 

 

記 
 
(１) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

であるとき又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体

である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）

が、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。 

 

(２) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

 

(３) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接

的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

 

(４) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき

関係を有しているとき。 

 

 


